
 

介護予防・日常生活支援総合事業 国基準訪問型サービス利用料金表 

【基本額】                        （令和６年６月１日改正）  

内容 利用区分 利用料 利用者負担金 

負担割合証１割 負担割合証２割 負担割合証３割 

身

体

介

護 

・ 

生

活

援

助 

基

本

額 

１週に１回程度の場合 

 

1月につき 
１，２５９円 ２，５１８円 ３，７７７円 

１２，５８３円 

１週に２回程度の場合 

 

1月につき 
２，５１４円 ５，０２８円 ７，５４２円 

２５，１３４円 

1週に２回を超える程度の 

場合 

(要支援２に相当する者) 

1月につき 
３，９８８円 ７，９７６円 １１，９６４円 

３９，８７９円 

 

 

身体介護 

３０分 

 

１回につき 
１７５円 ３５０円 ５２５円 

１，７４４円 

（生活援助

含む） 

１時間 

1回につき 
３０８円 ６１６円 ９２４円 

３，０７１円 

 

生活援助 

３０分 １回につき 
１９２円 ３８４円 ５７６円 

１，９１５円 

１時間 

 

1回につき 
２３６円 ４７２円 ７０８円 

２，３５４円 

 

【加算項目】 

加算項目 内容等 利用料 利用者負担額 

負担割合証１割 負担割合証２割 負担割合証３割 

初回加算 
初回時、利用者が過去２月

にサービス提供を受けて

いない場合 

２，１４０円 ２１４円 ４２８円 ６４２円 

生活機能

向上連携

加算Ⅰ 

外部のリハビリテーショ

ン専門職等からの助言に

基づきアセスメントし、生

活機能向上を目的に介護

予防・日常生活支援総合事

業 国基準訪問型サービ

ス計画を作成しサービス

提供した場合 

１，０７０円 １０７円 ２１４円 ３２１円 

生活機能

向上連携

加算Ⅱ 

外部のリハビリテーショ

ン専門職等に同行して訪

問し、共同して心身の状況

等の評価を行い、当該リハ

ビリ専門職等と連携し介

護予防・日常生活支援総合

事業 国基準訪問型サー

ビス計画を作成しサービ

ス提供した場合 

２，１４０円 ２１４円 ４２８円 ６４２円 

 

介護職員

処遇改善

加算（Ⅰ） 

 

所定単位に２４．５％を乗じ算定  


